
目

次

告

示

○
特
定
行
為
業
務
の
登
録
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
高
齢
福
祉

保

険

課
）
…
一

公

告

○
林
業
用
種
苗
生
産
事
業
者
の
登
録
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
林

政

課
）
…
一

○
特
定
漁
港
漁
場
整
備
事
業
計
画
の
変
更
案
の
縦
覧
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
漁
港
漁
場

整

備

課
）
…
一

公
営
企
業

○
青
森
県
企
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
（
整
備
企
画
課
）
…
二

○
青
森
県
公
営
企
業
職
員
被
服
等
貸
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
（

同

）
…
二

告

示

青
森
県
告
示
第
八
十
六
号

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
三
十
号
）
附
則
第
二
十
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
行
為
業
務
の
登
録
を
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
四
十
八
条
の
八
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
四
年
二
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

登

録

番

号
登

録

年
月
日
氏
名
又
は

名

称
住

所

事

業

所

業
務
開
始

予

定

年
月
日
備

考

名

称
所
在
地

〇二一〇〇一

三二六

令
和四･
二･一六
社
会
福
祉

法
人
伸
康

会

弘
前
市
大

字
独
狐
字

石
田
一
二

一
の
一

介
護
老
人

保
健
施
設

平
成
の
家

弘
前
市
大

字
独
狐
字

石
田
一
二

一
の
一

令
和四･
二･一六
介
護
老
人

保
健
施
設

公

告

林
業
用
種
苗
生
産
事
業
者
の
登
録

林
業
種
苗
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
林
業
用
種
苗
生
産
事
業
者
の
登
録
を
し
た
の
で
、
同
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
四
年
二
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

登
録
番
号
登

録

年
月
日

生
産
事
業
者

生
産
事
業
の
内
容

事

業

所

氏
名
又

は
名
称
住

所
種

穂
苗

木
名

称
所

在

地

二九四
令
和四･
二･一四

渕
嵩

大

三
戸
郡
田

子
町
大
字

田
子
字
七

日
市
四
四

採
取
精
選
幼
苗
の
育
成

幼
苗
以
外
の
苗
木
の
育
成

渕
農
園
三
戸
郡
田
子
町

大
字
田
子

特
定
漁
港
漁
場
整
備
事
業
計
画
の
変
更
案
の
縦
覧

漁
港
漁
場
整
備
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
十
七
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
、

三
沢
地
区
に
係
る
特
定
漁
港
漁
場
整
備
事
業
計
画
を
変
更
し
た
い
の
で
、
同
条
第
十
一
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
告
し
、
当
該
特
定
漁
港
漁
場
整
備
事
業
計
画
の
変
更
案

を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
当
該
特
定
漁
港
漁
場
整
備
事
業
計
画
の
変
更
案
に
意
見
が
あ
る
者
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の

日
ま
で
に
、
県
に
対
し
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

青
森
県
報
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第
四
百
二
十
六
号

令
和
四
年二

月
二
十
四
日

（
木
曜
日
）



令
和
四
年
二
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

三
沢
地
区
特
定
漁
港
漁
場
整
備
事
業
計
画
の
変
更
案

二

縦
覧
場
所

青
森
県
農
林
水
産
部
水
産
局
漁
港
漁
場
整
備
課
及
び
三
沢
市
水
産
振
興
課

三

縦
覧
期
間

令
和
四
年
二
月
二
十
四
日
か
ら
同
年
三
月
十
六
日
ま
で

四

縦
覧
時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
三
沢
市
水
産
振
興
課
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

公

営

企

業

青
森
県
企
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
二
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
二
号

青
森
県
企
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
企
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
九
年
四
月
青
森
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第

九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
住
居
手
当
の
適
用
除
外
職
員
）

第
四
条

条
例
第
六
条
の
三
に
規
定
す
る
知
事
が
定
め
る
職
員
は
、
父
母
又
は
配
偶
者
の
父
母
が
居

住
し
て
い
る
住
宅
の
一
部
を
借
り
受
け
て
こ
れ
に
居
住
し
て
い
る
職
員
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
公
営
企
業
職
員
被
服
等
貸
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
二
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
三
号

青
森
県
公
営
企
業
職
員
被
服
等
貸
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
公
営
企
業
職
員
被
服
等
貸
与
規
程
（
昭
和
四
十
二
年
四
月
青
森
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第

八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
及
び
第
二
号
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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